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本日、３月市議会定例会に当たり、令和２年度の

「市政運営方針」を申し上げます。  

 

1 はじめに                    

昨年の４月に執り行われました市長選挙におきま

して、市民の皆様から御信任を賜り、市長に就任して

からこの間、「市民の生活を守る」ことを使命として、

寝屋川市の魅力を高め、市内外から「選ばれるまち」

となるよう、高い理想と信念を持って、市政運営にま

い進してまいりました。  

 改めて、これまでを振り返りますと、昨年は本市に

とって「新しい時代のスタート」でございました。   

４月に中核市へ移行し、市民ニーズを反映したきめ

細かな行政サービスの提供と特色あるまちづくりを

推進する体制が整い、大阪府東部の拠点都市としての

歩みを始めました。また、５月には「平成」という一

つの時代が終わり、「令和」という新たな時代を迎え

ました。正に、本市が大きく飛躍することを予感させ

る新時代の幕開けであります。  

２年目の市政運営の始まりに当たり、私は、この新た

な時代の舵取り役として、果たすべき役割の大きさと

職責の重さに改めて身の引き締まる思いであります。  

本市の未来を切り拓くため、これからの時代に求め

られる新たな政策を提案し、柔軟な発想とスピード感

のある実行力で、社会的課題の解決に果敢に挑戦して

まいる所存でございます。  
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２  求められる「４つの力」の発揮         

これまで私は、寝屋川市政に求められる力として、

「４つの力」が重要であると申し上げてまいりました。 

 

まず、「先を見る力」でございます。  

情報通信技術の進歩や価値観・ライフスタイルの多

様化など、社会経済情勢は急激に変化しており、将来

を予測することが極めて困難な時代となっています。 

令和２年度は、本市のまちづくりの指針となる新た

な総合計画の策定に向けた議論が本格化してまいり

ます。現状の延長線で事業の在り方を考えるのではな

く、市の未来の姿を描き、その未来像から発想する「フ

ューチャー・プル」型の政策立案を行い、新住民に「選

ばれるまちづくり」を推進してまいります。  

 

次に、「寄り添う力」でございます。  

これは、市民の皆様の意見などを「聴く力」でもあ

ります。  

昨年８月から９月にかけて、「タウンミーティング」

を開催し、市民の皆様と意見交換をさせていただきま

した。コミュニティセンター地域ごとに計６回開催し、

400 人を超える多くの方に御参加をいただきました。  

各地域において、本市のまちづくりについてのビジ

ョンを御説明するとともに、直接対話させていただく

ことで、地域の課題等をより明確に把握することがで

きました。  
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引き続き、市民の皆様の声をしっかりとお聴きし、

徹底した市民ファーストの意識をより一層高めた市

政運営を進めてまいります。  

 

次に、「発信する力」でございます。  

今後、子育て世代を中心とした担税力に富む若い世

代を本市に誘引するためには、対外的訴求力の高い施

策を積極的に「発信」し、「共感を獲得していく」必要

があります。  

情報発信のツールとして、広報誌やホームページを

始め、ＳＮＳなど様々な媒体を活用するとともに、年

齢層や性別、市内・市外向けなど、ターゲットに応じ

て活用する媒体を的確に見極め、戦略的かつ効果的な

情報発信を行ってまいります。  

 

最後に、「稼ぐ力」でございます。  

人口減少・少子高齢化に伴う税収の減少、社会保障

関連経費の増加に加え、公共施設等の老朽化に伴う更

新需要の増加など、今後、市財政は一層厳しさを増す

ことが予測されます。  

将来にわたって行政サービスを維持・向上させ続け

るため、「２軸化構想」による人口の年齢構成のリバ

ランスを実現し、「まちの活性化」を図るなど、本市が

有するあらゆる経営資源やポテンシャルを最大かつ有

効に活用し、独自財源の涵養を図ってまいります。  
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以上の「４つの力」を発揮し、多くの方に住みたい、

住みやすい、住み続けたいと感じていただけるまちづ

くりに全力で取り組んでまいります。  
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３  「やり遂げる決意」と「強い覚悟」        

人口減少・少子高齢化を背景として、今後、本市は

「市民サービスの危機」と「公共施設・都市インフラ

の危機」という、本市が誕生し、急速に成長する過程

で運命づけられた「２つの危機」に直面しようとして

おります。  

私は、本市が置かれたこの厳しい状況から目を背け

ることなく、「やり遂げる決意」と「強い覚悟」を持っ

て立ち向かうことで、求める理想像を実現することは

可能であると考えております。新たな課題や様々な困

難に直面したとき、首尾一貫した行動を取り続けられ

るかどうかは、この「決意」と「覚悟」の大きさや深

さが成否を分けることとなるのです。  

こうした意識の下、市長就任以降、固定観念や既成

概念にとらわれない新たな発想による政策立案を進

めてまいりました。  

例えば、災害が発生したときなどに市立小中学校や

市立幼稚園等への登校・登園を可能とする「自主登校

園制度」の創設や、生徒や保護者の念願であった温か

い給食の提供を始めとした「中学校給食改革」の推進、

子どもの命と尊厳を守るため、市長部局に監察課を設

置し、第三者の視点で学校のいじめ問題に対応す る

「いじめゼロへの新アプローチ」の確立、子どもたち

の“考える力”をベースに社会で強く“生き抜く力”

を育む「寝屋川方式の教育改革」など、未来を担う子

どもたちを守り、育てる施策に重点を置き、推進して
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まいりました。  

また、超高齢社会における“第三の公共交通機関網”

としての「乗合いワゴン」の実験導入を始め、「完全

フレックスタイム制」や「再チャレンジ制度」を導入

し、“職員の柔軟な働き方”と“望まない残業の解消”

を“市民サービスの充実”につなげる「寝屋川市の働

き方改革」などにも積極的に取り組んでまいりました。 

これらの多くは、全国初・府内初の取組として先進

性が極めて高く、また、課題の本質を捉えた社会的変

革を起こす可能性があることから、テレビや新聞など、

多くのマスメディアから取材を頂き、市内外に本市の

取組を知っていただく機会となりました。  

こうした実績を得る中で、寝屋川市だからできる政

策を立案し、他にはない本市独自のまちの魅力を高め

ることで、「２つの危機」を克服し、本市の運命をも

変えていきたいという「決意」と「覚悟」を新たにし

たところでございます。  
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４  まちづくりの基本方針              

 令和２年度は、市民の皆様にまちづくりの成果をよ

り実感していただけるよう、次の三項目を基本とした

まちづくりを推進してまいります。  

 

第一は、「寝屋川水準の政策立案」を進めてまいり

ます。  

地方創生の取組が市町村単位で実施されている今、

正に自治体間競争が激化しています。今後、自らが考

え、本気で行動する自治体の勢いは一層増し、行動を

起こさない自治体との格差は更に拡大することとな

ります。  

こうした状況下において、従来の常識や他の自治

体との横並びで対応する意識では、勝ち残ることは

できません。先進的で独創性が高く、社会の仕組みや

課題の本質を捉えた「寝屋川水準」の政策を立案し、

イノベーションを本市から発信することで、多くの

方に選んでいただけるまちの実現を目指してまいり

ます。  

 

第二は、「担税力に富んだ子育て世代の誘引」に全

力を注いでまいります。  

「市民サービスの危機」と「公共施設・都市インフ

ラの危機」という本市特有の「２つの危機」を克服し、

将来にわたり質の高い行政サービスを維持・向上させ

続けるため、子育て世代を中心とした若い世代の新住
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民を本市に誘引し、人口の年齢構成のリバランスを図

る取組を推進してまいります。  

 

第三は、「シルバー世代のニーズに即したサービス

の変革」を進めてまいります。  

 本市は、過去における急激な人口増加を背景として、

今後、他市に比べて高齢化の進行がより顕著となるこ

とが予測されます。  

こうした中にあっても、シルバー世代の皆様が抱く、

体の変化や日常生活等への不安にしっかりと寄り添

い、ニーズに即した支援を充実することで、生涯にわ

たり安心して生活できる環境づくりを進めてまいり

ます。  
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５  令和２年度の主要な施策             

令和２年度の予算編成に当たり、これまでの部局別

枠配分方式による予算編成を見直し、本市独自の「予

算スケール」を用いた新たな予算編成手法を導入しま

した。  

 この手法は、各事業を目指すべき目的や成果に応じ

て分類し、評価に基づいて予算を編成するもので、事

業の選択と集中の実効性を高めることが大きな狙い

であります。  

 具体的には、訴求力・収益性・効率性のいずれかの

効果を有する「投資的予算」、事業の実施が無ければ

市民生活を維持することが困難となる「福祉的予算」、

投資的・福祉的予算を補完し、あればより良いと考え

られる「補足的予算」のいずれかに分類し、目指すべ

き目的、成果の明確化を図ることで、メリハリの効い

た予算編成が可能となります。  

 この新たな手法を導入した背景には、本市が直面

する「市民サービスの危機」と「公共施設・都市イン

フラの危機」という「２つの危機」を克服するため、

「あれもこれも」ではなく「あれかこれか」という選

択と集中への意識を更に高めなければならないとの

考えからであります。  

 各事業の目的等を明確にし、客観的なスケールに基

づく予算を編成することで、限られた経営資源をより

有効に活用することができ、市民の皆様から真に求め

られる「生きた政策」への選択と集中を加速すること
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が可能となるのです。  

 

こうした考えの下、新たな手法を用いて編成いたし

ました令和２年度の主要な施策につきまして、御説明

申し上げます。  

 

 まず、一点目の政策は、“子どもと子育て世代に寄

り添う”であります。  

具体的な施策としましては、  

 子どもたちの“生き抜く力”を育む教育を推進する

ため、ディベート教育や秋田県の探求型授業を実施し

ている自治体への教職員の派遣及び研修の実施によ

り、“考える力”を基盤とした「寝屋川方式」の教育の

確立に向けた取組を進めます。  

 第四中学校区における施設一体型小中一貫校の設

置に向け、寝屋川公園駅周辺のまちづくりの「メイン

アイコン」となる施設として、施設整備に向けた取組

を着実に進めます。  

災害時における配慮が必要な方々の安全安心 の確

保及びクラブ活動時等における環境改善を図るため、

市立中学校屋内運動場にエアコンを設置します。  

 児童等の命と尊厳を守るため、市長部局の監察課

がいじめの初期段階から 事案に関与する「行政的ア

プローチ」、被害者の告訴・訴訟等の法的手続を支援

する「法的アプローチ」、及び学校で児童等の見守り

などを行う「教育的アプローチ」による本市独自のい
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じめ対策を推進し、いじめゼロを目指します。  

加えて、新たに臨床心理士をいじめ相談員として配

置し、被害児童や保護者等の心理面での支援を行う

「心理的ケア」を実施することで、被害児童等に寄り

添った対応と迅速な事案解決を図ります。  

 また、全市立小中学校の児童等を対象に、いじめ通

報促進チラシを毎月配布し、情報収集を積極的に行

うことで、早期発見・早期対応及びいじめの抑止を図

るとともに、保護者に対してもチラシを配布するこ

とで、いじめ事案の通報を促進します。  

子どもの健やかな成長のための受動喫煙防止条例

を制定し、通学路や公園など子どもが多く往来する場

所での喫煙を制限することで、子どもの健康を受動喫

煙から保護します。  

また、家庭内での受動喫煙に対する意識の高揚を図

るため、全市立小学校の４年生を対象に、尿中コチニ

ン値の測定検査を実施します。  

子どもを犯罪から守るため、これまでの夏季休業期

間に加え、冬季休業期間及び歳末の地域安全運動期間

において夜間防犯パトロールを実施します。  

通学路等に面した安全性に課題のあるブロック塀

等の撤去を促進するため、撤去費用に係る支援を拡充

します。  

留守家庭児童会の利用者アンケート の結果を踏ま

え、長期休業期間の受入れ時間を、現行の午前８時か

ら午前７時 30 分に繰り上げ、共働き世帯等への子育
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て支援の充実を図ります。  

 保育士の確保及び職場への定着を促進するため、新

たに保育士同士が情報交換等を行う「（仮称）保育士

倶楽部事業」に取り組むなど、「待機児童ＺＥＲＯプ

ランＲ」を推進し、年間を通じた待機児童解消の継続

を実現します。  

 子育てリフレッシュ館の認知度の向上や利用促進

を図るため、商業施設における体験型イベントの開催

やモバイル決済サービスの導入を進めます。  

夏休みに子どもたちが安心して水に親しむことが

できる「ねやがわプールズ事業」を拡充し、打上川治

水緑地や市立小学校などで開催します。  

就労意欲のある子育て中の母親の求職活動を支援

するため、市内事業者とのマッチングやセミナーの開

催など、「子育てママの仕事探し応援事業」を実施し

ます。  

 

二点目の政策は、“まちのリノベーションにより新

たな価値を生み出す”であります。  

具体的な施策としましては、  

 ２軸化構想の実現に向け、地権者の意向調査や具体

的な事業手法等の検討を進めるとともに、有識者を外

部アドバイザーとして配置し、専門的かつ的確な意見

を取り入れることで、構想の実現可能性を一層高め、

早期の事業化を目指します。  

子育て世代の流入促進及び空き家の減少を図るた
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め、不動産に関する専門家団体によるプラットフォー

ムを設立し、リノベーション等による空き家の流通を

促進します。  

 寝屋川公園駅周辺のまちづくりを進めるため、都市

計画道路寝屋川公園駅前線の令和２年９月の 供用開

始に向けた整備を進めるとともに、打上高塚町土地区

画整理組合の運営を支援します。  

また、寝屋川公園駅西側広場等の整備に係る構想案

の策定等を行います。  

 街なみ環境整備方針に基づき、明和北地区の防災

軸となる道路整備を進めるとともに、まちの活性化

に つ な が る よ り 効 果 的 な 将 来 構 想 の 検 討 を 進 め ま

す。  

 交通利便性の向上を図るため、既存の公共交通網を

補完する“第三の公共交通機関網”として、シルバー

世代や妊婦等が無料で利用できる乗合いワゴンを引

き続き運行するとともに、全市域への拡大について検

討を進めます。  

 災害に強い市街地の形成と住環境の改善を図るた

め、都市計画道路対馬江大利線の早期完成に向け、用

地取得等を着実に進めるとともに、橋梁工事及び道路

整備の進捗を図ります。  

 地籍調査を計画的に実施し、災害時の早期復旧や税

の公平性の確保、土地の流動化等を促進します。  
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三点目の政策は、“危機管理能力を強化する”であ

ります。  

具体的な施策としましては、  

災害に対してぜい弱な市街地の 防災機能の強化を

図るため、市営高柳住宅跡地について、災害時の一時

避難場所や復旧活動等を行う防災活動拠点となる 広

場として整備します。   

 また、都市計画公園黒原旭町公園の拡張整備を実施

し、災害時における一時避難場所として、地域の防災

機能の向上を図ります。  

 市民の浸水に対する不安を払拭するため、高宮ポン

プ場整備事業等を着実に推進するとともに、雨水の流

出抑制を図るため、都市計画公園池田１号公園への雨

水貯留浸透施設の設置を進めます。  

南海トラフ地震を想定した非常用食料等の充実を

図るため、全市立小中学校への配備を完了するととも

に、災害時の救助等に対応するため、チェーンソーな

どの救助用資機材を全市立小中学校へ計画的に配備

します。  

また、地域防災計画を改訂し、防災・危機管理体制

の更なる強化を図ります。  

 犯罪抑止の環境づくりを進めるため、市域内の防犯

カメラの設置総数 2,000 基の達成を実現するととも

に、青色防犯パトロール車及び公用車等に搭載してい

るドライブレコーダーを活用し、「動く防犯カメラ」

として地域の見守り活動を行うことで、犯罪を防ぎ、
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体感治安の向上を図ります。  

 また、市域における犯罪認知件数の減少や体感治安

の更なる向上を図るため、犯罪多発地域の調査・分析

を実施し、より効果的な防犯施策の立案につなげます。 

 

四点目の政策は、“健康を守り、福祉を増進する”

であります。  

具体的な施策としましては、  

適塩を始めとした健康的な食生活を実践してもら

うための健康教室や栄養相談等を実施し、市民の健康

意識の向上を図るとともに、高血圧に関連する疾病の

予防につなげることで、健康寿命の延伸を図ります。 

 がんの早期発見・早期治療を図るため、各種がん検

診等を実施するとともに、乳がん検診の集中的な受診

勧奨や、肺がん個別検診を新たに実施し、更なる受診

者数の増加を図ります。  

 生活保護費の適正化を図るため、医療費データの分

析に基づき、生活習慣病の発症予防・重症化予防等に

取り組みます。  

 地域共生社会の実現に向け、本市の地域福祉の方向

性を示す第四次地域福祉計画を策定します。  

 シルバー世代が住み慣れた地域で、自立して暮らせ

る社会の実現を図るため、次期高齢者保健福祉計画を

策定します。  

 養護者の事故や病気等の緊急時における障害者の

安全を確保するため、短期入所施設において受入れが
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できる体制を確保します。  

 障害児者施策の更なる充実を図るため、第６期障害

福祉計画及び第２期障害児福祉計画を策定します。  

ごみの減量・リサイクルを促進するため、市立小中

学校で雑紙等の回収を呼びかけ、回収量に応じたイン

センティブを付与することで、若年層の分別・リサイ

クル意識の高揚を図ります。  

 また、旧焼却施設を解体し、資源物等のストックヤ

ードの整備を進めることにより、ごみの再資源化の促

進を図るとともに、災害時に発生する廃棄物にも適切

に対応します。  

 

五点目の政策は、“おもてなしの行政サービスを提

供する”であります。  

具体的な施策としましては、  

 「お待たせしない市役所」を基本コンセプトとして、

市民の皆様が様々な手続を行うことができる 総合窓

口の設置や、接客のプロフェッショナルによる上質な

サービスの提供など窓口改革を推進します。    

加えて、窓口の開庁時間を延長し、市民のライフス

タイルに応じたサービスを提供するとともに、オンラ

イン申請及び予約システム等の導入により、行政手続

等に係る「時間と距離」を短縮し、市民サービスの一

層の向上を図ります。  

図書館利用者の利便性の向上及び読書活動の促進

を図るため、インターネット等で予約した図書を、市
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内特定郵便局等で受取り・返却ができる新サービスの

提供を開始します。  

 “職員の柔軟な働き方”及び“望まない残業の解消”、

“市民サービスの充実”を更に促進するため、総人件

費を適切に管理する中で、働き方改革の着実な推進を

図ります。  

望ましい理想の未来像から政策を立案する「フュー

チャー・プル」型の考え方を取り入れた新たな総合計

画の策定を進めます。  

担税力のある子育て世代を本市に誘引する政策を

立案するため、先駆的な政策事例等の視察を通じた調

査・研究を行い、他の自治体には無い「寝屋川水準」

の政策の立案につなげます。  

新たな市民サービスの提供等につなげるため、定性

的・定量的の両面からニーズを把握するテレマーケテ

ィングやＳＮＳを活用したニーズ調査等を実施しま

す。  

本市の地域資源や先進性のある施策・事業を市内外

に発信し、子育て世代を中心とした若い世代に本市を

選んでいただくため、ガイドブックの発行やホームペ

ージのリニューアルに向けた取組を進めるとともに、

（仮称）市ＰＲ大使を通じた効果的な情報発信を推進

します。  
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６  結  び                     

本市を待ち受ける未来への道のりは、人口の年齢構

成の課題や公共施設等の老朽化への対応など、決して

平坦なものではありません。  

しかし、未来への歩みを決して止めてはなりません。

ピンチの時こそ、更に飛躍するチャンスでもあります。

正に今がその時です。  

時機を逸することなく、市民一人ひとりが幸せに暮

らし続けられるまちづくりを着実に進め、力強く「寝

屋川市を一歩前へ」歩みを進めてまいります。  
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[令和２年度当初予算案 ]  

 

 令和２年度当初予算案につきましては、  

 

 

○一般会計            899 億 9,000 万円  

（対前年度比 4.6 パーセント増）  

 

○特別会計（国民健康保険特別会計  外４特別会計） 

               519 億 8,400 万円  

（対前年度比 0.3 パーセント増）  

 

○公営企業会計（水道事業会計及び下水道事業会計） 

               187 億 2,400 万円  

（対前年度比 1.1 パーセント減）  

 

○合計            1,606 億 9,800 万円  

（対前年度比 2.5 パーセント増）  

 

であります。  

議員並びに市民の皆様におかれましては、格段の御

支援・御協力をいただきますよう、心からお願い申し

上げます。  

 

 


